
定 法人を解散 の きに  
解散をする場合には、解散の事由に じて、それ れの れにより を ことになります。 
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【解散の事由】 
①社員総会で「解散」を決議した場合 
②定款で定めた解散事由が生じた場合 

目的とする 定 に る事業の の の場合（ が全くなくなった場合） 
④社員の欠乏の場合（社員が１人もいなくなった場合） 

の 定 法人と合 した場合 
が となった又は債務 過により 産 の決定を た場合 

⑦法の違反により、所轄庁から認証を取り消された場合 
（事業報告書を 3 間 提出、所轄庁からの に従 ない場合な ） 

【①の場合】 
■社員総会（解散総会）の開催 
【解散総会で議決する事項】 
※前提として、法人の定款に記載されている「解
散」に関する規定に基づく 
 
〇社員総数の 3/4 以上の議決による「解
散」の認証（但し、議決数の割合は定款の
定めによる） 
 
〇残余財産の譲渡先の議決 
 
〇精算人を選任 
 

【 事業の の の場合】 
■市窓口へ次の書類を申請 
 会 拊 市 部 拪  

・ 参  
所：会 拊 市 町 3-46 

T e l：0242-39-1405 
 

解散認定申請書(第 10 号様式) 
・ 定 に る事業の の 

の事由を証する書 を添付 
( )事業の が めないことを確認し、 

解散を決定した会議の議事録等 
〇所管窓口が解散を認定 

 
法院あて認定を通知 

NPO 法人の解散 
（②・④の解散事由が発生した場合は、その時点で解散となる） 

１ 清算人の就職 

２ 法務局で｢解散｣及び
｢清算人｣を登記 

〇 として 事が就任。定款に別 の定めがあると
又は総会の議決等において、 事以外の者の選任も 。 

〇精算人に就職した者は、主たる事務所の所在地におい
ては 2 週間以内、従たる事務所においては 3 週間以内に、
法務局において｢清算人の就職｣及び｢解散｣を登記する。 
〇解散及び清算人を登記した後、｢登記事項証明書｣を 1
通取得する。(次の 3 において届出添付書類として必要) 
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３ 市窓口へ届出 

次の届を、市窓口へ提出。 
 

解散届出書（第 11 号様式） 
・解散と清算人を登記したことを証する登記事項証明書

を添付 

４ 市窓口へ届出 
〇法人解散に伴い、税務署、地方振興局県税部、市町村

税務担当部局等へ届出が必要となる場合があります。 
（必要となる届出書類等は個別に確認願います） 

５ 定款で定めた方法で
解散を公告 

 （債権者の保護が目的） 

〇清算人就職の日から２ヶ月以内に１回解散公告を掲載 
（H18 法 により「官報」の公告は必 となります） 
〇自明の債権者については個別に催告 
 
 
 
 
 
 
 

【参考】 
・官報掲載 １回あたり約３万円 
 ※詳しくは下記官報販売所にお問合せください 
・福島官報販売所 
 〒960-8041 福島県福島市大町 7-20 書  
 Tel 024（522）0161 

６ 清  算 
〇全ての 産を するか代 返済等により債権者へ

返済 
〇債務者に対しては、債権回収を実施 
 
※この時点で債務超過（資産＜ 債務）となったときは、
「 産（ 産 開 の 定）」の きに  
※清算の途中で清算人が交代した場合は、次の届を市窓口へ提出 
 
清算人就任届出書（第 12 号様式） 
・清算人を登記したことを証する登記事項証明書を添付 

７ 清算の  〇初回の解散公告から２ヶ月を過ぎ、債権者・債務者と
の清算が した をい 。 

８ 税務申告と納付 

〇解散法人が収 事業を っていた場合は、清算財産に
対して、法人税、法人県 税・市町村 税等が さ
れることもありますので、申告納付が必要となる場合
があります。 

 （個別に確認願います） 
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９ 残余財産の譲渡 
〇残余財産がある場合は、定款の定め、又は解散総会で

定めた譲渡先をした法人・団体等へ譲渡 

【譲渡先が決まっていない場合】 
〇市窓口の認証を得て「国」又は「地方公共団体」へ譲渡
する扱いとなる。 
 
残余財産譲渡認証申請書（第 13 号様式）を市窓口で申請 
 
〇市窓口が譲渡先を認証 ⇒ 認証通知を法人に郵送 
〇「国」又は「地方公共団体」へ残余財産を譲渡 
 ※なお、上記以外は全て国へ譲渡となる 

10 法務局で「清算 」
を登記 

〇清算 を登記した後の「登記事項証明書」を 
1 通取得 
（次の 11 において、届出添付書類として必要 

11 清算 届出書を 
提出 

次の届を、市窓口へ提出。 
 

清算 届出書（第 14 号様式） 
・清算 の登記をしたことを証する登記事項証明書を

添付 

終    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


